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図 2 死亡事故及びニアミス事象における車両と自転車

の接近状況 
 

３．TTC の推定 

公益社団法人自動車技術会が所有するヒヤリハット

データベースを使用し、自転車が現れた瞬間の自転車前

輪が路面に接地した位置から車両前端までの距離（自転

車と車両との距離）情報を画像から抽出した。車両走行

速度は、ドライバーが急ブレーキを踏む直前の速度情報

を抽出した。なお、TTC は、ドライバーが自転車に気づ

かずブレーキをかけない最悪の状態を想定し、車両と自

転車との距離（L）、車両走行速度（V）を用いて次式よ

り算出した。 
       TTC = L / V・・・式 (1) 
解析対象は、車両が直進中に自転車がその車両前方を

横断し、かつ、自転車前輪の距離情報が確認できる 166
件の事例とした。 ここでは、危険な接近状況を解明する

ため、自転車の飛び出しを表１に示す４つに区分する：

(1) 障害物なし (2) 建物の陰からの飛び出し (3) 駐車

車両の陰からの飛び出し (4) 移動車両の陰からの飛び

出し。ニアミスデータをそれら４つに区分したときの

TTC、車両と自転車との距離、車両走行速度の各平均値

を図 3 に示す。TTC の平均値が最も長かった条件は、(1) 
障害物なしであった（平均 3.3 秒）。この条件では、車両

走行速度は速い（平均 24.7 km/h）が、自転車までの距

離が長い（平均 19.5 m）状況であった。(2) 建物の陰か

らの飛び出し、 (4) 移動車両の陰からの飛び出しは、最

も TTC の平均値が短く（平均 1.9 秒）危険な状況である

ことが分かった。その理由として、特に車両と自転車と

の距離が短いことが要因と考えられる。 

表 1 自転車の４つの飛び出しパターン 

(1) (2) (3) (4)
障害物なし 建物の陰からの

飛び出し
駐車車両の陰
からの飛び出し

移動車両の陰
からの飛び出し
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図 3 自転車の４つの飛び出しパターン毎の TTC、車両

速度、自転車までの前方距離 
 

４．おわりに 

 車両と自転車との接近状況について、死亡事故とニア

ミスを調査した結果、いずれの事象も車両が直進し、前

方を自転車が横断する事例が最も多い傾向にあった。こ

のような結果から、ニアミスデータは事故状況を把握す

る上で活用可能であると考えられる。 
 ニアミス事象において車両が直進し自転車が横断する

ケースに着目し衝突予測時間（TTC）を算出した結果、

建物の陰から飛び出すパターン及び移動車両の陰から飛

び出すパターンにおける TTC が最も短かった（平均 1.9
秒）。本分析結果が自転車検知型被害軽減装置の開発や保

護性能評価手法に反映されることが期待される。 
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⑤ドライバ異常時対応システムに関する調査 
 

自動車安全研究領域   ※児島 亨   
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１．はじめに 

近年、運転中のドライバの健康異常に起因する交通

事故が発生しており，社会的関心も高まっている。国

土交通省が主体となり、先進安全自動車（Advanced 
Safety Vehicle、以下 ASV とする）に関する技術の開

発及び普及について産学官連携で進めている第５期

ASV 推進計画では、突発的なドライバの異常を検知

して自動車を減速・停止させるドライバ異常時対応シ

ステムの検討が行われている。 
ドライバ異常時対応システムが作動した場合、例え

ば高速道路の本線等で車両が停止するケースも想定

される。このような場合、後方を走行する車両が当該

車両へ追突するなどの二次的な被害を防ぐため、シス

テムの作動によって車両が停車することを周囲へ報

知する手法や当該車両を減速させる手法等について

十分に検討する必要がある。 
そこで、本調査では、第５期 ASV 推進計画におけ

るドライバ異常時対応システムの検討に貢献するこ

とを目的とし、ドライビングシミュレータ（以下、DS
とする）を用いて、一般のドライバを対象とした実験

を行った。本実験では、高速道路を運転中に前方を走

行する車両のドライバ異常時対応システムが作動し、

周囲への報知とともに前方車両が減速・停止する場面

におけるドライバの認知及び行動について評価した。 
  

２．実験方法 
２．１．実験に使用した DS 及び実験参加者の構成 

 図１に実験に使用した DS を示す。実際の小型乗用

車の車体を使用しており、運転席及び操作系について

は実車と同等である。また、マルチスクリーンにより

運転席に座った状態での水平方向の視野角は 216 度
確保される。そのため、他車両に注意を払いながら高

速道路を走行する際の運転環境を現実と近い形で再

現することが可能である。 
実験参加者は、日常的に運転を行う 30 代～50 代の 

男女とし、12 名（男性６名、女性６名）について、解

析に使用可能な実験データを取得した。なお、実験は 
当研究所の実験倫理規程に従って行うとともに、イン 

フォームドコンセントを実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．２．実験場面及び実験仕様について 

 本実験では、実験参加者が運転する車両（以下、自

車とする）が高速道路の走行車線上を、前方を約

100km/h で走行するバスに追従しながら走行してい

る間に、前方バスのドライバ異常時対応システムが作

動し，高速道路の本線上でバスが減速・停止する。実

験参加者はブレーキ操作によってバスとの衝突を回

避することとした。表１に前方のバスの減速度及び報

知の仕様を示す。また、図２に報知を行っている時の

DS のスクリーン画像の例を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．実験結果 

３．１．報知の方法による運転行動への影響 

 図３は表１の仕様１～仕様５について、前方のバス

が減速を開始した後のバスと自車の接近状況を比較

するため、両車の車間距離を相対速度で割った衝突予 
測時間（Time To Collision、以下、TTC とする）の最 

図１ 実験に使用した DS 

表１ 前方のバスの減速度及び報知の仕様 

ハザード
ランプ点滅

「緊急停止」
表示

警音器

仕様1 4 × × × ×

仕様2 4 ○ × × ×

仕様3 4 ○ × × ○

仕様4 4 ○ ○ × ×

仕様5 4 ○ × ○ ×

仕様6 2.45 ○ × × ×

仕様7 2.45→4 ○ × × ×

仕様8 1 ○ × × ×

前方バス
減速度

[m/s2]

報知の仕様 事前報知
（ハザード
ランプ）

（3.2秒前）



－ 94 －

 

 

 
 
 
 
 
 
 
小値について、全実験参加者の全試行回数分の平均値 
と標準偏差を集計したものである。報知を行わない仕 
様１と何らかの報知を行った仕様２～５との間には、

平均値で 0.9～1.3 秒程度の違いが見られる（仕様１

に対し、有意水準 5%の t 検定で有意な差である）が、

仕様２～５の間の違いは最大でも0.4秒程度となって

いる（仕様２に対し、有意水準 5%の t 検定で有意な

差ではない）。標準偏差については、事前報知を行っ

た仕様３が他の仕様よりも大きめになっている。これ

は、事前報知によって早めにブレーキ操作を行うこと

で、TTC がより大きく（衝突回避の余裕度が増加）な

るケースが見られる一方で、事前報知によってブレー

キ操作を開始した後、バスが減速を開始する前にブレ

ーキ操作を一旦終了してアクセル操作に移行してし

まい、バスが減速を開始した後のブレーキ操作に遅れ

が生じ、TTC がより小さくなる（衝突回避の余裕度が

減少）ケースも一部で見られた為である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２．減速方法による運転行動への影響 

 図４は表１の仕様２及び仕様６～８について、前方

のバスが減速を開始した後のバスと自車の接近状況

を比較するため、３．１．と同様に TTC の最小値に

ついて、全実験参加者の全試行回数分の平均値と標準

偏差を集計したものである。仕様２（減速度 4m/s2）

に比べ、減速度が低い仕様６（減速度 2.45m/s2）及び

仕様８（減速度 1m/s2）では、TTC の最小値の平均値

がより大きい値（衝突回避の余裕度が増加）となって

いる（仕様２に対し、有意水準 5%の t 検定で有意な

差である）。これに対し、途中で減速度を上昇させた

仕様７（2.45m/s2→4m/s2）については、平均値では仕

様２と大きな違いは見られない（仕様２に対し、有意

水準 5%の t 検定で有意な差ではない）が、標準偏差

がより大きくなっている。これは、前方のバスの減速

度が途中で上昇した直後に、ドライバの対応が遅れ、

バスに接近するケースが一部に見られた為である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
実験中に行ったアンケートでは、「やむを得ない場

合に前方の車両が高速道路本線上で停止することを

許せるか？」との質問に対し、報知を行わない仕様１

を除き、各仕様とも 80%以上の回答が「許せる」、「ど

ちらかと言えば許せる」であった（仕様１では 72%）。 
 

４．まとめ 

 ドライバ異常時対応システムが作動した場合のド

ライバの認知及び行動について、一般ドライバを対象

とした DS 実験を行い、以下の結果が得られた。 
 ハザードランプ点滅による報知は追突の回避に有効

である。 
 ハザードランプに加え、文字や音による報知も行う

ことで、より確実な状況把握が可能になる。 
 減速度が一定の制動では、減速度の値によって追突

の回避に対する余裕度が変わる。 
 途中で減速度を上昇させる減速方法は、減速度が上

昇した直後に、ドライバの対応遅れによって追突の

回避に対する余裕度が減少する傾向が見られる。 

図２ 後方車両に対する報知の例 

図３ TTCの最小値（全実験参加者の平均） 

図４ TTCの最小値（全実験参加者の平均） 

 

 

⑥ 自動運転技術の国際基準策定のための 

ITS/自動運転インフォーマルグループの活動概要 
 

自動車安全研究領域   ※関根 道昭  平松 金雄 
 
 

１．はじめに 
自動運転技術の開発が世界中で加速しており、社会

的関心が高まっている。国際連合欧州経済委員会自動

車基準調和世界フォーラム(UN/ECE/WP29、以下

WP29)の ITS/AD (Intelligent Transport Systems/ 
Automated Driving) インフォーマルグループ（以

下、ITS/AD -IG）は、自動運転の国際基準化を適正

に、かつ滞り無く進めるための活発な議論を行ってい

る。当研究所は ITS/AD-IG の事務局を担当しており、

この活動を全面的に支援している。ここでは

ITS/AD-IGが2015年3月に合意した今後の議案と計

画を示す Terms of Reference (1)（以下、ToR）、およ

び同年 6 月に合意した操舵機能の自動化に関するガ

イダンス(2)の概要について報告する。 
２．ToRの概要 

２．１．自動運転の共通定義の提案（目標期限 2016

年 3月） 

 自動運転技術とその段階的な発展を定義するため

に、システムが全く介入しない手動運転と、全てをシ

ステムが代行する完全自動運転の間に数段階の自動

化レベルを想定し、各レベルの名称と支援内容が記述

されている。ITS/AD-IG は様々な定義の中でも、最

新の技術動向を詳細に反映している SAE（米国自動

車技術会）の定義(3)に基づき議論を進めている。 
 各自動化レベルにおいて事故が起きた場合のドラ

イバ責任に関心が集まっている。基本的に既存の技術

に基づく低次の自動運転（SAE 定義のレベル 1 とレ

ベル 2）では、従来通りドライバに安全監視義務があ

るとされる。また、高次の自動運転（同レベル 3 以上）

では主要な運転操作をシステムが代行するとしても

ドライバに常時の安全監視を義務づけているが、一方

で自動化により生じる余裕により運転以外の作業を

行う可能性が懸念されている。 
 そこで、手動運転と完全自動運転の中間に位置する

レベル 3 の使用事例に基づき、関係する装置、機能、

性能等をリストアップして、基準化が必要な要件につ

いて議論することになっている。また自動運転に必要

な新しい保安装置（ドライバ監視装置、デッドマン装

置、事故時の記録装置など）についても議論されてい

る(4)。これらの結論は、自動運転システムに求められ

る性能やフェールセーフ機能などに大きく影響する

と考えられる。 
２．２．自動運転の国際基準の確立に関連する議論（目

標期限2016年 3月） 

自動運転に必要な基準化項目を提案する作業が前

項の共通定義の議論と平行して行われている。ITS/ 
AD-IG は自動運転技術に係る基準改正を適切に進め

るためのガイダンス案を作成し、2015 年 6 月に合意

している。その概要については 3 章で説明する。 
２．３．情報セキュリティに関するガイドライン（目

標期限2017年 3月） 

自動運転は車両単体の制御に加えて、他車両やイン

フラなどとの情報通信も必要と考えられており、情報

通信のセキュリティが新たな課題となる。欧州連合

は、情報通信の安全性に関する eSecurity（ハッキン

グ、なりすまし操作の防止など）、および eSafety（シ

ステム冗長性、事故時の車載システムデータの記録な

ど）を提案しており、これらに基づいて議論を進める

ことになった。 
２．４．主な関連課題と法的障壁の共通理解（目標期

限2016年 11月） 

自動運転技術は、道路交通法などの国際法規と整合

性を保つ必要がある。道路交通法に関するウイーン条

約の改訂案がすでに合意されており、日本が批准して

いるジュネーブ条約との整合性についても改正案が

提出されたところである。また、一部の参加国により、

将来の完全自動運転を見据えたウイーン条約の新た

な改正案が提出されており(5)、技術の進展と歩調を合

わせて慎重に議論を進める必要がある。 
２．５．その他 

以上の議論の他にも完全自動運転に関連する情報

交換などを行うことになっている。 


